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（仮訳） 

ロシア連邦大統領令 

外国通貨で供与されるロシア連邦の国家保証の暫定履行手順について 

 

 ロシア連邦大統領令2022年２月28日付第79号「アメリカ合衆国ならびに同国に加わった外国国家および国

際機関の非友好的行動に関連する特別経済措置の適用について」および2022年３月１日付第81号「ロシア連

邦の財政的安定保障のための経済的性格の追加暫定措置について」に定める措置に追加して、以下を 決 定 

す る： 

 １．ロシアおよび外国の法人および自然人、国際金融機関である受益者に対する、外国通貨建てで供与さ

れた（その金額が外国通貨で表記され、それに係わるロシア連邦の義務は外国通貨で履行される）ロシア連

邦の国家保証に係わるロシア連邦（保証人）の義務の履行は、本令に定める特異事項を踏まえて実施される

ものと定める。 

 ２．外国通貨建てで供与されるロシア連邦（保証人）の国家保証（以下、「国家保証」）に係わる義務の

履行は、国家保証をロシア連邦通貨で履行すること（国家保証の履行に関する受益者の要求（以下、「受益

者の要求」）の実現）について受益者の意思表明がある場合には、ロシア連邦通貨で実行される。 

 ３．債務者が受益者に支払わねばならないにもかかわらず、履行されなかった（期限を超過した）、国家

保証により担保されている金銭的債務の金額は、受益者の請求書において、国家保証の金額表記に使用され

ている外国通貨とロシア連邦通貨との、その請求書がロシア連邦（保証人）に提示された日にロシア連邦中

央銀行が設定する公式レートにもとづき、ロシア連邦通貨で表記される。受益者の請求書において支払うべ

き金額がロシア連邦通貨で表記されていることは、国家保証をロシア連邦通貨で履行すること（受益者の要

求の実現）に対する受益者のしかるべき意思表明と認定される。 

 ４．ロシア連邦（保証人）の国家保証に係わる義務の履行は、受益者の請求書に記載されロシア連邦通貨

建てで開設された受益者の銀行口座または、ロシアもしくは外国の法人、もしくは国際金融機関である受益

者の意思表明があった場合には、ロシア連邦通貨建てで開設された第三者の銀行口座への送金によって実行

される。ロシア法人もしくは外国法人、または国際金融機関である受益者の請求書に、国家保証に係わるロ

シア連邦の義務を履行するための支払の対象となる第三者の名称、およびその銀行口座の情報が記載されて

いることは、しかるべき金額の国家保証に係わるロシア連邦（保証人）の受益者に対する義務を履行するた

めに、受益者の請求書に記載されたロシア連邦通貨での金額を当該の第三者の銀行口座に送金することに係

わる当該の受益者のしかるべき意思表明（受益者の然るべき権限を有する機関がその旨の決定を下した場合

において）と認定される。この際、当該の第三者になることができるのはロシア法人のみとする。 

 ５．ロシア連邦通貨による国家保証の履行（受益者の要求の実現）に対する受益者の意思表明がなく、国

家保証に係わるロシア連邦（保証人）の義務の国家保証の金額表記に使用されている外国通貨による履行

（受益者の要求を実現するための金銭の送金）が不可能な場合には、国家保証に係わるロシア連邦（保証人）

の義務の履行は、ロシア連邦通貨によって、当該会計年度および計画期間において連邦予算に関する連邦法

にしたがってロシア連邦の国家保証の供与、供与されたロシア連邦の国家保証の支援、管理および履行に係

わるロシア連邦政府の代理機関の機能を執行する組織において受益者の名義によりロシア連邦通貨建てで開

設された銀行口座に金銭を送金することにより行われる。当該口座の開設はロシア連邦財務省がロシア連邦

の名義で提出した申請書にもとづき、受益者またはその代表者の身元確認および立会いなしで行われるもの

とする。 

 ６．本令第５項に定める場合において、債務者が受益者に支払わねばならないにもかかわらず、履行され
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なかった（期限を超過した）、国家保証により担保され、受益者の請求書において外国通貨で表記されてい

る金銭的債務の金額は、国家保証の表記に使用されている外国通貨とロシア連邦通貨との、受益者の請求書

がロシア連邦（保証人）に提示された日にロシア連邦中央銀行が設定する公式レートに基づいて、換算され

る。 

 ７．本令に基づく、国家保証に係わるロシア連邦の義務の履行（本令第２～６項の規定を踏まえて、所定

の手順により正当な根拠を有するものとして、また国家保証の条件に合致するものとして認められた受益者

の要求の実現）はロシア連邦（保証人）の当該の義務のしかるべき履行と認められる。 

 ８．以下の機関に公式の解説を行う権利を付与する： 

 a）ロシア連邦中央銀行：本令第５項に定める銀行口座の開設に関係する部分に関する本令の適用に係わ

る問題に関して； 

 b）ロシア連邦財務省：本令の適用に係わるその他の問題に関して； 

 ９．本令はそれが公布された日をもって発効し、本令の発効日までに供与された国家保証に起因して発生

した法的関係に適用される。 
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